
 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 受託者は、個人情報（個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は他の情

報と照合することにより識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、

この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を秘密として

保持しなければならず、第三者への提供、開示、漏えい等をしてはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （従業者への周知） 

第３条 受託者は、この契約による業務に従事するものに対して、在職中及び退職後にお

いて、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならな

いこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関す

る必要な事項を周知するものとする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業

務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

らない。 

（適正管理） 

第５条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅

失及び毀損の防止等のため、個人情報の管理について必要かつ適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、委託者の承諾

なしに、個人情報を取り扱う場所以外に持ち出してはならない。 

 （目的外使用及び第三者への提供の制限） 

第６条 受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関し

て知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に使用してはならないものとす

る。 

（再委託の制限） 

第７条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の取扱いを第

三者に再委託してはならない。ただし、委託者が事前に承諾した場合はこの限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定に基づき第三者に再委託をする場合は、再委託に係る

個人情報の安全が図られるよう、再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行う

とともに、この特記事項で定められている受託者の義務と同等の義務を当該第三者に負

わせなければならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第８条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報が記録された

資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 



 

 

 （資料等の返還等） 

第９条 受託者は、この契約が終了したとき、又は解除されたときは、次に掲げる事項を

履行しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うもの

とする。 

（1） この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の全部を委託者に返還し、

又は引き渡すこと。 

（2） この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の電子データをその記録

媒体等から完全に消去し、又はその記録媒体等を適切に廃棄すること。 

（3） 委託者から前号の規定による消去及び廃棄の実施を証する書面の交付を求められ

た場合は、速やかにこれに応じること。 

 （実地調査） 

第１０条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に

当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 （事故報告） 

第１１条 受託者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを

知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。契約

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（契約の解除） 

第１２条 委託者は、受託者がこの特記事項の規定に違反したときは、この契約を解除す

ることができる。この場合において、受託者は、解除により自己に損害が生じた場合に

おいても、委託者に対し損害の賠償その他一切の請求をすることができない。 

 （損害賠償） 

第１３条 委託者は、委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、個人情報等の漏えい

等の事故が発生し、委託者に損害が生じたときは、受託者に対して損害賠償の請求がで

きるものとする。 

 （損害賠償額の予定） 

第１４条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損

害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の１００分の１０に相当する

金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違

約金（損害賠償額の予定）として請求するものとする。この場合において、受託者は、

委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額（直接委託者に生じた損害額に加え、委

託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、

これに限られない。）が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がそ

の超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 

 

 

 

 

 



 

 

特許権及び著作権等に関する特記事項 

 

（知的財産権） 

第１条 受託者は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知

的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利（以下

「知的財産権」という。）について、第三者の権利の対象となっている履行方法を使用す

るときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がそ

の履行方法を指定した場合において、仕様書等に知的財産権の対象である旨の明示がな

く、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関

して要した費用を負担しなければならない。 

（権利非侵害の保証） 

第２条 受託者は、成果物の本契約に従った利用が第三者の一切の知的財産権を侵害しな

いことを保証する。 

（紛争報告義務） 

第３条 成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じ、

又は生じるおそれがある場合は、受託者は委託者に対し、その事実関係を速やかに報告

しなければならない。 

（紛争解決義務） 

第４条 前項の場合、受託者は、受託者の責任と費用負担において、当該紛争を解決しな

ければならない。ただし、当該侵害が委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限り

でない。 

（再委託等における順守事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得て、契約の履行について、第三者に委任

し、又は請け負わせる場合には、本特記事項に定める規定を当該第三者が遵守するよう

に必要な措置を講じなければならない。 

（著作権の譲渡等） 

第６条 受託者は、成果物の全ての著作権（著作権法第２７条および第２８条に規定する

権利を含む。）を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受

託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するも

のとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、

当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することによ

り、委託者と受託者が均等に共有するものとする。 

（著作者人格権の不行使） 

第７条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみな

された場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡

を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第

１８条から第２０条までに規定する権利をいう。）を行使しないものとする。 

（成果物の利用） 



 

 

第８条 受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾し

た場合には、成果物を使用若しくは複製し、又は業務で作成された成果物の内容を公表

することができる。 

（成果物の第三者提供） 

第９条 受託者は、第６条ただし書の規定により共有となった成果物に関する権利を第三

者に許諾又は譲渡する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならな

い。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。 

（通知義務） 

第１０条 受託者は、契約書記載の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明

又は考案をした場合には、書面にて委託者に通知しなければならない。 

（協議事項） 

第１１条 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に

関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。 

 


